
年 月 日

　施設名等

３．水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における誤作動、
　及び火災時の作動不良が生じても、水道局へは一切責任を問いま
　せん。

２．災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下によ
　り水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況
　が生じても、水道局へは一切責任を問いません。

４．水道直結式スプリンクラー設備の設置、及び使用に起因して生
　じた諸問題は、申込者が責任を持って解決し、水道局へは一切迷
　惑をかけません。

１．水道直結式スプリンクラー設備の仕様等を十分に理解、承諾の
　うえ、使用に応じて適切な維持管理を行います。
　　また、申込者以外の使用者に対しても同設備の仕様等を十分説
　明します。

　添付書類

＊設計・計算を担任した
　消防設備士の所属・氏名

　消防設備士＊の指導下で作成した配管及びスプリンクラー設備の
　平面図･立面図･水理計算書、スプリンクラー設備の規格･仕様書

　誓約事項

５．水道直結式スプリンクラー設備が設置された建物等を賃貸する
　場合には、上記１～４の条件が付いている旨を借家人等に熟知さ
　せます。

６．水道直結式スプリンクラー設備の所有者に変更が生じた場合は、
　責任を持って引き継ぎを行い、前項までの事項を譲受人に熟知さ
　せます。

水道直結式スプリンクラー設備設置誓約書

　水道直結式スプリンクラー設備の設置について、下記事項を遵守することを誓約します。

㊞氏名

申込者 住所

燕・弥彦総合事務組合　管理者　　様

記

　設置場所


